
町住民生活課　マイナンバー専用電話　☎0187（73）6366申・問

　マイナンバーカードの臨時申請窓口を、次のとおり開設
します。
　マイナンバーカードを使ってコンビニで住民票等の交付
が受けられるようになるなど、便利な使い方が広がってい
ます。ぜひこの機会に申請してみませんか。
　会場では、当日顔写真を撮影して申請受付を行います。
完成したカードは、１カ月程度で本人限定受取郵便等によ
りご自宅へ郵送しますので、役場に出向くことなく受け取
ることができます（書類に不足がある場合や、予約なしの場
合は役場窓口に受け取りに来ていただきます）。
対 象 者◆
　・美郷町内に住所がある方
　・申請日から２カ月以内に転出予定がない方
　・マイナンバーカードの申請をしていない方
　・申請者本人が（15歳未満の方は法定代理人と）会場に
　　来ることができる方
　・マイナンバーカードが届くまで手元に通知カードがな
　　くても良い方（申請時に返納となります）
日　　時◆６月２２日㈯
　　　　　①午前９時～午前１１時
　　　　　②午後１時３０分～午後３時３０分

町総務課　管財班 ☎0187（84）1111問

不用になる物品を売却します
　公開日に物品説明を行います。現状での引き渡しとなりますので、入
札に参加予定の方は、必ず公開日に車両を確認してください。入札に必
要な書類は公開日に配布します。
公開日時◆6月20日㈭　午前9時～午前11時30分
公開場所◆美郷町南除雪センター（飯詰字北中島）
入札日時◆6月27日㈭　午前9時
入札場所◆美郷町役場2階　第2会議室
参加資格◆美郷町民または美郷町に主たる事業所を有する法人で町税
　　　　　および公共料金に未納のない方
そ の 他◆代金納入後、速やかに搬出していただきます。車両の搬出作
　　　　　業および搬出費用、文字塗装の消去、名義変更等の一切の費
　　　　　用は購入者の負担となります。

総　務　課

初年度登録物品名／型式等 車検満了日 走行時間走行距離

5,346時間

6,338時間

4,851時間

1,230時間

7,560時間

43,557km

59,862km

54,319km

10,086km

78,871km

令和６年11月13日

令和６年10月20日

令和７年  ９月13日

令和６年10月26日

令和６年11月10日

平成  ６年11月

平成  ２年11月

平成  ７年11月

平成  ６年11月

平成14年11月

除雪ドーザ 5t級　小松メック WA70（汎用）

除雪ドーザ 13ｔ級　小松メック WA300（汎用）

除雪ドーザ 13ｔ級　ＴＣＭ 850（ＳＡ）

ロータリ除雪車 1.5ｍ級　エッチケー HK135

除雪グレーダ 4.0ｍ級　小松 GD705A

■除雪ドーザ WA70■除雪ドーザ WA70■除雪ドーザ WA70

■ロータリ除雪車■ロータリ除雪車■ロータリ除雪車

7,560時間8,871km

住民生活課

マイナンバーカードの出張申請受付をしますマイナンバーカードの出張申請受付をします
会　　場◆①美郷町中央ふれあい館
　　　　　②美郷町南ふれあい館
申込期間◆6月11日㈫～6月20日㈭
　　　　　午前9時～午後5時
　　　　　※土・日曜日、祝日を除く。
※下記へ電話でお申し込みください。混雑防止のため時間
　指定の予約制として、申し込みの際に時間をお知らせし
　ます。なお、予約なしで来場いただいた場合も申請は可
能ですが、カードは後日役場に取りに来ていただきます。
必要書類◆
　・マイナンバー通知カード（紛失した方は申し出てください）
　・住民基本台帳カード（お持ちの方）
　・本人確認書類（以下のA１点またはB２点）
　 A顔写真付きの公的身分証明書
　　運転免許証、運転経歴証明書（平成２４年４月１日以降
　　に交付されたもの）、住民基本台帳カード（顔写真付き）、
　　障害者手帳、療育手帳、在留カード など
B「氏名＋生年月日」または「氏名＋住所」が記載されてい
　　る証明書
　　健康保険証、介護被保険者証、年金手帳、年金証書、
　　各種医療受給者証、学生証 など
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　今月の粗大ごみの収集は、下記のとおりです。
収 集 日◆6月20日㈭
申込期間◆6月10日㈪～6月17日㈪
　　　　　（平日の午前8時30分から午後5時まで）

今月の粗大ごみ収集について

　事前に美郷町シルバー人材センター
への申し込み（☎0187（84）0307）と
収集券の購入が必要です。
※詳しくは｢美郷町家庭ごみの分け方･
　出し方｣4ページをご覧ください。

　事前に美郷
への申し込
収集券の
※詳※詳
　出し方
※詳

が必
美郷町家

ごみを集積所に
出すときはルールを
守りましょう

❶ごみを分別し、町指定ごみ袋を使用してください。 
❷町指定ごみ袋に「行政区・氏名」を必ず記入してください。
❸動物による食害、周辺への臭いなどを防ぐため、袋からごみが出ないようにしてください。
❹集積所にはなるべく当日の朝（午前8時まで）に出してください。

上記を守らず集積所にごみを出す行為が散見されています。
ルールを守らない場合は集積所よりごみ袋を収集しない場合がありますのでご協力をお願いします。

ー
と

住民生活課

　小型家電製品には、鉄、アルミ、金、銀、銅、レアメタルなどの有用金属が多く含まれています。
小型家電製品のリサイクルにご協力をお願いします。

アイロン、ドライヤー、携帯電話、スマートフォン、ビデオデッキ、
ＨＤＤレコーダー、デジタルカメラ、ゲーム機、ACアダプター･
充電器、各種ケーブル、基盤類、電気式炊飯器、ラジカセ、時
計、電子手帳、電卓、パソコン、モバイルバッテリー など

●美郷町役場（正面玄関風除室内）
●美郷町中央ふれあい館（ロビー内）
●仙南出張所（美郷町公民館ロビー内）
●秋田おばこ農協購買課内（千畑・六郷・仙南）

回収ボックス設置場所「小型家電製品」として回収できるもの

この
ボックスが
目印です

金属資源リサイクル推進のため小型家電製品を回収しています！金属資源リサイクル推進のため小型家電製品を回収しています！

町住民生活課　環境安全班　☎0187（84）4903問

町福祉保健課　福祉班　☎0187（84）4907問

生活困窮者等自立相談支援制度の相談窓口について
　生活のこと、仕事のこと、家族のことなどの相談を
生活困窮者等自立相談支援員がお聞きし、解決に向
けた提案や、解決までのお手伝いをします。
　一人で悩まず、家族だけで抱え込まず、まずはお話
をお聞かせください。

千畑・六郷・仙南）

福祉保健課

町福祉保健課　地域包括支援班　☎0187（84）4907問

「高齢者世帯実態把握調査」のお知らせ
　町では、７５歳以上の高齢者世帯（要支援・要介護の認定
を受けている世帯を除く）を対象に「高齢者世帯実態把握
調査」を行っています。
　この調査は、高齢者の方々の日常生活状況や健康状態、

地域とのかかわり、困りごとなどについて確認をし、健康
で安心できる暮らしの支援を目的に行っています。地域包
括支援班の職員がご自宅を訪問した際は、ご協力をお願
いします。

・収入が減って生活が苦しい
・求職活動がうまくいかず、なかなか仕事が見つからない
・債務の返済に困っている
・持病があるので、治療や入院のことが心配
・家族にひきこもりの人がいる　など
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